
「ひがしうら地域クラブの在り方等
に関する方針について」

東浦町教育委員会教育課
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背 景（国）



⇒学校（部活動）
・本来の目的（各学校の教育目標に資する資質・

能力を育成する場）を十分に果たす活動となる

ように見直し

・指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師の長

時間勤務の解消等の観点から見直し
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背 景（国）
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背 景（国）

⇒自治体（地域クラブ）
・社会教育の一環として、スポーツ・文化芸術
活動に継続して親しむことができる機会を確保

・中学生だけではなく、地域住民にとってもより
よい地域スポーツ・文化芸術環境となるように
体制整備を進めること
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背 景（国）
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背 景（国）
R7.5.16「地域スポーツ・文化芸術創

造と部活動改革に関する実行会議」
最終とりまとめより
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背 景（国）

「地域展開」のイメージ

部活動
100％

子どもたちのスポーツ・文化芸術活動環境

部活動

地域クラブ

一般団体

従 来 地域展開

「学校を含めた地域で育てる」
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背 景（国）
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背 景（国）



町内中学校における
学校部活動の改革
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学校部活動の改革

〇令和５年度９月（新チーム）からの活動
・ 平日の活動は従来通り、休日の練習は行わない。
・ 休日の大会等へは精選ながら学校部活動として参加する。

→大会等への引率も、従来通り

〇令和７年度９月（新チーム）からの活動

・ 大会等への出場は、学校部活動からはしない

〇令和８年度９月（新チーム）からの活動

・ 大会等への出場は、夏の大会等のみ

詳細は、学校の方針による
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背 景（国）
部活動を縮小させている学校の様子から、本
町としては地域連携ではなく、地域クラブ活
動体制を整備していくことが重要だと判断



部活動の改革を受けた
東浦町の具体的な取組
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・ 中学校で行われている部活動とは別に、教育委
員会が運営し、地域の方々が指導者となって活
動する新しい形のクラブ。

・町内在住の中学生なら、誰でも入会可能
⇒学校による区別なし、卒業まで活動可能

・ 学区の活動（部活動）だけでは、自分の趣向や可
能性を模索できる環境が年々減少していくため
新しいことにチャレンジしたり、普段取り組んで
いる活動をしたりすることができる機会の一つ
として設立。

令和５年９月から・・・

「ひがしうら地域クラブ」を立ち上げました！

（現在10クラブ活動中）

町内に目的を同
じくし、多世代
を対象とした総
合型スポーツク
ラブがあるため、
本町の実情から

まずは中学生を
対象として
スタート！
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「ひがしうら地域クラブ」とは

活動場所、活動日時について

〇活動場所
町内３中学校の施設・公共施設
を利用して活動

〇活動日時
・年間４０回程度
・土日の午前or午後で３時間程度

※クラブによって、活動を拡大する場合もあります
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「ひがしうら地域クラブ」とは

費用について

〇参加料：月額1,000円（令和７年度）

※町が直営し、低廉な額を設定しています。

※「就学援助費受給認定書」をお持ちの方は、

減額（1/2）します。

※試行期間後（R8～）は、持続可能なクラブとして

いくため、見直しを検討します。
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「ひがしうら地域クラブ」とは

活動場所、活動日時、会員の持ち物等について（現在10クラブ）

サッカー ハンドボール
バスケット
ボール

剣道 柔道

活動場所
東浦中学校
（グラウンド）

東浦中学校
（体育館）

東浦中学校
（体育館）

東浦中学校
（飛翔館）

北部中学校
（武道場）

活動日時
（基本の活動日）

毎週 日曜日
９：００
～

12：００

毎週 日曜日
９：００
～

12：００

毎週 土曜日
９：００
～

12：００

毎週 土曜日
９：００
～

12：００

毎週 土曜日
９：００
～

12：００

会員の
持ち物等

・運動ができる
服装・靴

・飲み物
・タオル
・すね当て（あれば）
・ボール（あれば）

※ボールは、ク
ラブで用意有。

・運動ができる
服装

・室内シューズ
・飲み物
・タオル
※ボールは、ク
ラブで用意有。

・運動ができる
服装

・室内シューズ
・飲み物
・タオル
・ボール（あれば）

※ボールは、ク
ラブで用意有。

・運動ができる
服装

・飲み物
・タオル（手ぬぐい）

※防具・竹刀は、
クラブで用意
有。

・運動ができる
服装

・飲み物
・タオル

※柔道着は、ク
ラブで用意有。
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「ひがしうら地域クラブ」とは

軟式野球
バレー
ボール

卓球 吹奏楽 総合文化

活動場所
北部中学校
（グラウンド）

北部中学校
（体育館）

東浦中学校
（飛翔館）

北部中学校（音楽室）
東浦中学校（多目的）
西部中学校（音楽室）

文化センター

活動日時
（基本の活動日）

毎週 土曜日
９：００
～

12：００

毎週 土曜日
９：００
～

12：００

毎週 日曜日
９：００
～

12：００

毎週 土曜日
９：００
～

12：００

毎週 土曜日
１４：００

～
１６：００

会員の
持ち物等

・運動ができる服装
（野球の練習着あれば）

・運動靴
・スパイク（あれば）

・飲み物
・タオル
・グローブ（あれば）

・バット（必要であれば）
※ボール・バット ・ク
ローブは、クラブで用
意有。

・運動ができる服装

・室内シューズ
・飲み物
・タオル
・サポーター（あれば）

※ボールは、クラブで
用意有。

・運動ができる服
装

・室内シューズ
・飲み物
・タオル
・ラケット（あれば）

※ボール・ラケットは、
クラブで用意有。

・室内シューズ
・飲み物
・タオル

・楽器（個人で持って
いれば）

※楽器は、種類に限り
はあるが、クラブで

用意有。

（書道）

・汚れてもよい
服装

・習字道具

（絵画）

・汚れてもよい
服装

絵具セット

※習字道具、絵具
セットはクラブ
で用意有。

（３）活動場所、活動日時、会員の持ち物等について（現在10クラブ）
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「ひがしうら地域クラブ」とは

指導者について

〇町が指導者を募り、登録管理をする。
・指導者登録は団体ではなく、個人で登録
・資格等の有無は問わない

指導者には、町で開催する指導者養成講習会の
受講を義務付ける。

〇指導者には報酬を町から支払う。（時給1,600円）
※必ず複数名で指導し、１回最大3名まで支払い可能
※練習試合や大会等への参加を行う場合は別途支給
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「ひがしうら地域クラブ」とは

保険について

〇指導者 ⇒ スポーツ安全保険
※町で負担

〇会員 ⇒（町契約）ふれあい保険を適応
※町で負担
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「ひがしうら地域クラブ」とは

活動方針について

★地域クラブが目指しているのは・・・

⇒「だれもが活動に親しめる」クラブ

🔶「活動に親しむ」とは🔶

➡スポーツ、文化芸術活動に継続的に触れられる機会を確保する。
➡そのスポーツ、文化芸術活動を経験したことのない子も楽しめる。
➡事前の出欠は取らない。その日に来た子で活動を行う。
➡性別等の区別をしない。（種目によって活動内で分けることはある）



活動内容（指導の方針）について

・安全確保を最優先とする。（アップ・ダウン・休憩含）

・当日に参加した会員の意向を尊重して、活動内容をコー
ディネートする。

・初心者などに対しては、必要に応じて指導者から活動内
容等を提示する。

・開始時間から１時間経過した時点またはその後に、参加
者がいなくなった場合は、そこで終了とする。（その分
の謝礼は支給する）
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・指導上の留意点について

⇒ハラスメントの撲滅
・言葉がけ（ペップトーク）や指導の押し付け

※普段関わりがある会員がいるとき注意

⇒安全確保

・会員に危険がおよぶ可能性がある行為

・緊急性がある場合 ⇒ 必ず止める

※基本としては、運営に支障がある事象が発生した場合は、事務局

にご連絡ください。事務局で対応します。
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令和５年９月からスタート！

・会員数 延べ337名（令和７年度）

・指導者数 121名（161名が登録中）
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サッカー8、バスケ7、ハンド12、剣道7、柔道10

卓球12、軟式野球12、バレー10、吹奏楽20、総合文化19
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「ひがしうら地域クラブ」とは

〇会員の幅広いニーズに応えることも大切に
しています！

いろいろな経験
がしたい！

楽しく親しみたい！

もっと上手にな
りたい！

自分の力を試し
たい！
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会員は、どのクラブ活動にも自由に参加するこ

とができ、様々な活動に親しむことができる。

「ひがしうら地域クラブ」の会員
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どれだけ参加しても一律定額！



ニーズに応えて活動を拡大！

〇バスケットボール・サッカー・ハンドボール・バレーボール

軟式野球・剣道・柔道・卓球・吹奏楽

→他地区の小・中・高校生を招いた練習試合や交流会、発表会を実施
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ニーズに応えて活動を拡大！

〇サッカークラブ

→Ｊリーグ参戦を目指す「ＦＣ刈谷」からコーチが参戦！
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〇バレーボールクラブ

→東浦町出身の現役Ⅴリーグ選手との交流会を実施！

ニーズに応じて活動を拡大！



〇吹奏楽クラブ（西部中会場）
→ウィンドアンサンブル東海さんとの交流会！
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ニーズに応じて活動を拡大！



ニーズに応えて活動を拡大！

〇柔道・剣道・卓球・バスケットボール・ハンドボール

・バレーボール・吹奏楽→大会等への出場！
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背 景（国）

「地域展開」のイメージ

部活動
100％

子どもたちのスポーツ・文化芸術活動環境

部活動

地域クラブ

一般団体

従 来 地域展開

「学校を含めた地域で育てる」
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「ひがしうら地域クラブ」以外の
活動の機会について



ぜひ、ご登録ください！
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教育委員会委員会教育課教育企画係 ℡：0562-83-3111


